
連携と協力に関する包括連携協定における
具体的連携事項について

（令和5年2月6日時点）

連携事項１

食育活動や栄養セミナーの実施
朝ご飯を食べるメリット、三色食品群、野菜の摂り方など
に関するセミナーを実施します。

連携事項２

体操教室の実施
頭を使いながら身体を動かす、全身をほぐすなどの
体操教室を実施します。

連携事項3

手洗い勉強会の実施
手洗いチェッカーを用いて手洗いの必要性や重要性を
啓発する手洗い勉強会を実施します。

連携事項４

災害時における応急生活物資供給等の協力
災害時に必要な応急生活物資等の調達、供給について協力します。
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